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１．�総論

　平成12年商法改正によって会社分割制度が導

入され、平成13年度税制改正による組織再編税

制の創設と相まって、今や会社分割は企業グルー

プ再編や事業統合の手段として完全にわが国に定

着している。しかしながら、米国において「会社

分割」（corporate divestiture）の手法として一般に

理解されている、スピンオフ（spin-off：現物配

当その他の比例的分配により、株主に対して、既

存子会社または事業を切り出して設立した新設子

会社の株式を交付することによって、当該子会社

または事業を切り離す組織再編）、スプリットオ

フ（split-off：株主に対して、当該株主の保有す

る株式の償還対価として、既存子会社または事業

を切り出して設立した新設子会社の株式を交付す

ることによって、当該子会社または事業を切り離

す組織再編）およびスプリットアップ（split-up：

株主に対して、解散に伴う清算配当に際して、既

存子会社または事業を切り出して設立した新設子

会社の株式を交付することによって、当該子会社

または事業を切り離す組織再編）は、いまだにわ

が国ではほとんど行われたことがない。そのこと

の一因は、わが国の会社分割制度が、米国のそれ

　平成13年の組織再編税制の創設により、わが国でもM&Aや既存子会社の完全子会社化等は活発化した。しか

しながら、子会社や事業部門を切り離して独立させる手段であるスピンオフに関して米国のような課税繰延べ措

置を欠いていたため、子会社や事業部門の「選択と集中」は不十分なままであった。かかる状態を打破し、「選

択と集中」を徹底させるために、スピンオフについての課税繰延べ措置を早期に導入すべきである。
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